
ユニット型個室（高額介護サービス費制度第４段階） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 669 83 1,380 1,970 4,102 123,090
要介護　２ 740 83 1,380 1,970 4,173 125,220
要介護　３ 810 83 1,380 1,970 4,243 127,320
要介護　４ 881 83 1,380 1,970 4,314 129,450
要介護　５ 941 83 1,380 1,970 4,374 131,250

ユニット型個室（高額介護サービス費制度第３段階） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 669 83 650 1,640 3,042 91,290
要介護　２ 740 83 650 1,640 3,113 93,420
要介護　３ 810 83 650 1,640 3,183 95,520
要介護　４ 881 83 650 1,640 3,254 97,650
要介護　５ 941 83 650 1,640 3,314 99,450

ユニット型個室（高額介護サービス費制度第２段階） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 669 83 390 820 1,962 58,890
要介護　２ 740 83 390 820 2,033 61,020
要介護　３ 810 83 390 820 2,103 63,120
要介護　４ 881 83 390 820 2,174 65,250
要介護　５ 941 83 390 820 2,234 67,050

ユニット型個室（高額介護サービス費制度第１段階） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 669 83 300 820 1,872 56,190
要介護　２ 740 83 300 820 1,943 58,320
要介護　３ 810 83 300 820 2,013 60,420
要介護　４ 881 83 300 820 2,084 62,550
要介護　５ 941 83 300 820 2,144 64,350

高額介護サービス費制度

【お知らせ】　このほか、病院受診などの医療費、薬代、毎月の介護保険料等は別途必要となります。
　　　　　　　　生活保護受給の方は、ユニット型個室をご利用できません。

ご利用料金

ご利用料金

ご利用料金

ご利用料金

　が掛かります。１８０日以降に経口摂取が行われいる場合は、引き続き経口移行加算が掛かります。
④医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合は１日２３円の療養食加算が掛かります。

＊上記①～④の加算は対象方のみ頂きますので加算合計には含まれていません。

①入院（外泊）の際は上記の自己負担は掛かりませんが、入院（外泊）の翌日から６日間は、１日３２０円の外泊加算が
　掛かります。（複数のつきにまたがる場合は最大で１２日間）
②新入所日及び３０日以上の入院をした後の退院日から３０日間は、最大１日３０円の初期加算が掛かります。
③医師の指示に基づき、経管栄養から経口摂取への移行が行われているときは、１日２８円（１８０日間）の経口移行加算

＊上記の加算合計には、看護体制加算Ⅱ（８円/日）、夜間職員配置加算（２７円/日）、機能訓練加算（１２円/日）
　　日常生活継続支援加算（２２円/日）、栄養マネジメント加算（１４/日）が含まれています。
＊口腔機能維持管理加算（３０円/月）は１ヶ月あたりの加算の為、１ヶ月の利用料に直接含まれています。
＊１ヶ月あたりの利用料は３０日で計算しています。

第２段階

第１段階

市町村民税世帯非課税等年金８０万円以下の方

老齢福祉年金受給の方

➡

第４段階

第３段階

＋ ＋ ＋

市町村民税課税者等、市町村民税、本人課税者、年金２６６万円超の方

市町村民税世帯非課税等年金８０万円超～２６６万円以下の方

➡

介護保険１割負担 実費負担分

＋ ＋ ＋

➡

介護保険１割負担 実費負担分

＋ ＋ ＋

➡

介護保険１割負担 実費負担分

＋ ＋ ＋

特別養護老人ホーム　王慈園　料金表（ユニット型）

介護保険１割負担 実費負担分

平成２１年１０月現在



従来型個室（高額介護サービス費制度第４段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 589 78 1,380 1,150 3,197 95,940
要介護　２ 660 78 1,380 1,150 3,268 98,070
要介護　３ 730 78 1,380 1,150 3,338 100,170
要介護　４ 801 78 1,380 1,150 3,409 102,300
要介護　５ 871 78 1,380 1,150 3,479 104,400

従来型個室（高額介護サービス費制度第３段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 589 78 650 820 2,137 64,140
要介護　２ 660 78 650 820 2,208 66,270
要介護　３ 730 78 650 820 2,278 68,370
要介護　４ 801 78 650 820 2,349 70,500
要介護　５ 871 78 650 820 2,419 72,600

従来型個室（高額介護サービス費制度第２段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 589 78 390 420 1,477 44,340
要介護　２ 660 78 390 420 1,548 46,470
要介護　３ 730 78 390 420 1,618 48,570
要介護　４ 801 78 390 420 1,689 50,700
要介護　５ 871 78 390 420 1,759 52,800

従来型個室（高額介護サービス費制度第１段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 589 78 300 320 1,287 38,640
要介護　２ 660 78 300 320 1,358 40,770
要介護　３ 730 78 300 320 1,428 42,870
要介護　４ 801 78 300 320 1,499 45,000
要介護　５ 871 78 300 320 1,569 47,100

高額介護サービス費制度

    １２日間）がかかります。

【お知らせ】　このほか、病院受診などの医療費、薬代、毎月の介護保険料等は別途必要となります。

特別養護老人ホーム　王慈園　料金表（従来型個室）
平成２１年１０月現在

介護保険１割負担分 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

介護保険１割負担分 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

介護保険１割負担分 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

介護保険１割負担分 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

第４段階 市町村民税課税者等、市町村民税、本人課税者、年金２６６万円超の方

第３段階 市町村民税世帯非課税等年金８０万円超～２６６万円以下の方

第２段階 市町村民税世帯非課税等年金８０万円以下の方

第１段階 生活保護受給の方、　老齢福祉年金受給の方

＊上記の加算合計には、看護体制加算Ⅱ（８円/日）、夜間職員配置加算（２２円/日）、機能訓練加算（１２円/日）
　 日常生活継続支援加算（２２円/日）、栄養マネジメント加算（１４/日）が１日の利用料に含まれています。
＊口腔機能維持管理加算（３０円/月）は１ヶ月あたりの加算の為、１ヶ月の利用料に直接含まれています。
＊１ヶ月あたりの利用料は３０日で計算しています。

①入院（外泊）の際は、上記に換え、入院（外泊）の翌日から６日間は、１日３２０円の加算（月をまたぐ場合最大

②新入所日及び３０日以上の入院をした後の退院日から３０日間は、１日３０円の初期加算がかかります。
③医師の指示に基づき、経管栄養から経口摂取への移行が行われているときは、１日２８円（１８０日間）の経口移行加算

　がかかります。１８０日以降に経口摂取が行われいる場合は、引き続き経口移行加算がかかります。
④医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合は１日２３円の療養食加算が掛かります。

＊上記①～④の加算は、対象の方のみとなりますので料金表の加算合計には含まれていません。



従来型多床室（高額介護サービス費制度第４段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 651 78 1,380 320 2,429 72,900
要介護　２ 722 78 1,380 320 2,500 75,030
要介護　３ 792 78 1,380 320 2,570 77,130
要介護　４ 863 78 1,380 320 2,641 79,260
要介護　５ 933 78 1,380 320 2,711 81,360

従来型多床室（高額介護サービス費制度第３段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 651 78 650 320 1,699 51,000
要介護　２ 722 78 650 320 1,770 53,130
要介護　３ 792 78 650 320 1,840 55,230
要介護　４ 863 78 650 320 1,911 57,360
要介護　５ 933 78 650 320 1,981 59,460

従来型多床室（高額介護サービス費制度第２段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 651 78 390 320 1,439 43,200
要介護　２ 722 78 390 320 1,510 45,330
要介護　３ 792 78 390 320 1,580 47,430
要介護　４ 863 78 390 320 1,651 49,560
要介護　５ 933 78 390 320 1,721 51,660

従来型多床室（高額介護サービス費制度第１段階の方） （単位：円）

利用料金 加算合計 食費 居住費 １日あたり １ヶ月あたり

要介護　１ 651 78 300 0 1,029 30,900
要介護　２ 722 78 300 0 1,100 33,030
要介護　３ 792 78 300 0 1,170 35,130
要介護　４ 863 78 300 0 1,241 37,260
要介護　５ 933 78 300 0 1,311 39,360

高額介護サービス費制度

    １２日間）がかかります。

【お知らせ】　このほか、病院受診などの医療費、薬代、毎月の介護保険料等は別途必要となります。
　　　　　　　　従来型多床室には、２人、３人、４人部屋があります。

特別養護老人ホーム　王慈園　料金表（従来型多床室）
平成２１年１０月現在

介護保険１割負担 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

介護保険１割負担 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

介護保険１割負担 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

介護保険１割負担 実費負担分 ご利用料金

➡
＋ ＋ ＋

第４段階 市町村民税課税者等、市町村民税、本人課税者、年金２６６万円超の方

第３段階 市町村民税世帯非課税等年金８０万円超～２６６万円以下の方

第２段階 市町村民税世帯非課税等年金８０万円以下の方

第１段階 生活保護受給の方、　老齢福祉年金受給の方

＊上記の加算合計には、看護体制加算Ⅱ（８円/日）、夜間職員配置加算（２２円/日）、機能訓練加算（１２円/日）
　 日常生活継続支援加算（２２円/日）、栄養マネジメント加算（１４/日）が１日の利用料に含まれています。
＊口腔機能維持管理加算（３０円/月）は１ヶ月あたりの加算の為、１ヶ月の利用料に直接含まれています。
＊１ヶ月あたりの利用料は３０日で計算しています。

④医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合は１日２３円の療養食加算が掛かります。

＊上記①～④の加算は、対象の方のみとなりますので料金表の加算合計には含まれていません。

①入院（外泊）の際は、上記に換え、入院（外泊）の翌日から６日間は、１日３２０円の加算（月をまたぐ場合最大

②新入所日及び３０日以上の入院をした後の退院日から３０日間は、１日３０円の初期加算がかかります。
③医師の指示に基づき、経管栄養から経口摂取への移行が行われているときは、１日２８円（１８０日間）の経口移行加算

　がかかります。１８０日以降に経口摂取が行われいる場合は、引き続き経口移行加算がかかります。


